
船舶事故調査報告書 

令和２年９月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１１月２７日 １１時５０分ごろ 

発生場所 京浜港川崎区川崎航路第２号灯標付近 

川崎航路第２号灯標から真方位２７０°３８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３０.４′ 東経１３９°４７.７′） 

事故の概要  引船わかたかは、作業船第五十三安全
あんぜん

丸をえい
．．

航して西進中、ま

た、小型兼用船第二福
ふく

石
いし

丸は東進中、第五十三安全丸と第二福石丸と

が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１２月２６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 わかたか、１９.２６トン 

   ２３０－３２４０７神奈川、有限会社港曳船店 

Ｂ 作業船 第五十三安全丸、５トン未満（長さ９.３０ｍ） 

   ２３５－４２３８３東京、株式会社マリン興業 

Ｃ 小型兼用船 第二福石丸、１.９トン 

   ＴＫ３－１０１２２（漁船登録番号）、個人所有 

２５２－１８５１２（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ なし 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｃ 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船をえい
．．

航して引船列（以下

「Ａ船引船列」という。）を構成し、京浜運河川崎航路第２号灯標西

方沖を約４.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操

舵により西進した。 

 Ａ船引船列は、船長Ａが、ほぼ船首方に東進するＣ船を認め、お互

いが左舷を対して通過するので、Ｃ船がいずれ右転すると思い、同じ

針路及び速力で航行を続けたところ、間近に接近するまでＣ船の針路

に変化がなかったので、衝突を回避しようと左転してＣ船がＡ船の右

舷正横至近を通過するのを認めたので、そのまま航行を続けた。 



船長Ａは、後日、海上保安庁から本事故の発生を知った。 

Ｃ船は、船長Ｃほか甲板員１人が乗り組み、同乗者７人を乗せ、京

浜運河川崎航路第２号灯標西方沖を約１１.７kn の速力で手動操舵に

より東進した。 

Ｃ船は、船長Ｃが、ほぼ船首方に西進するＡ船を認めた際、Ａ船を

Ａ船引船列と思わず、お互いが左舷を対して通過するので、Ａ船がい

ずれ右転すると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたところ、間近

に接近するまでＡ船の針路に変化がなかったので、Ａ船との衝突を回

避しようと左転したところ、Ｃ船の右舷船首部とＢ船の右舷船尾部と

が衝突した。 

Ｃ船の同乗者１人は、帰港後、病院で診察を受け、右上眼
がん

瞼
けん

挫創及

び左手母指関節炎と診断された。 

分析 Ａ船引船列は、西進中、船長Ａが、ほぼ船首方に認めたＣ船がいず

れ右転すると思い、間近に接近するまで同じ針路及び速力で航行を続

けたことから、Ｃ船との衝突を回避しようと左転したところ、えい
．．

航

されていたＢ船がＣ船と衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、東進中、船長Ｃが、ほぼ船首方に認めたＡ船がいずれ右転

すると思い、間近に接近するまで、同じ針路及び速力で航行を続けた

ことから、Ａ船との衝突を回避しようと左転したところ、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

Ｃ船は、Ａ船を視認した際、Ａ船をＡ船引船列とは思っていなかっ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が西進中、Ｃ船が東進中、船長Ａ及び船長Ｃ

が、互いに相手船をほぼ船首方に認めた際、共に相手船がいずれ右転

すると思い、間近に接近するまで同じ針路及び速力で航行を続けたた

め、互いに左転して衝突を回避しようとしたところ、Ｂ船とＣ船とが

衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、衝突のおそれのある態勢で接近する他の船舶を認めた場

合、十分余裕のある時機に衝突を避けるための動作をとること。 

 


